
①申請用のＷ E Ｂサイトにアクセスし、メールアドレス
を登録します。（HP https://net.kojinbango-card.go.jp）

②登録したメールアドレス宛に通知される申請者専用の
ＷＥＢサイトにアクセスします。

③画面の案内にしたがって必要事項を入力し、顔写真の
データと一緒に送信します。

注意　電子申請の場合、申請書上部に記載された 23 桁の
申請書ＩＤが必要になります。

Q. マイナンバーカードを取得するにはどうすればいいの？

マイナンバーカードの申請をします

スマートフォンやパソコンによる電子申請
①交付申請書に必要事項を記入し、

写真を貼り付けます。
②専用の送付用封筒に入れて、

直接ポストに投函します。

封筒の有効期限が切れている方
差出有効期間が
平成 29 年 10 月４日まで
となっている場合でも、
平成 31 年５月 31 日まで
切手を貼らずにそのままお使いい
ただけます。

郵送による申請

申請書を紛失して
しまった場合

申請書は住民課で新しく発行できます。手書きの申請書はマイナンバー総合サイトからダウンロード
することもできます。

送付用封筒を
追加で欲しい場合

住民課で封筒作成の材料をお渡しします。
町公式ホームページ、マイナンバー総合サイトからもダウンロードすることができます。

氏名や住所が申請書と
変わってしまった場合

氏名や住所が違う申請書を使用すると、郵送でもＷＥＢでも申請エラーになってしまいます。
住民課で新しい申請書を発行いたしますので、本人確認書類を持って窓口へお越しください。

こんな時、どうすればいいの？

マイナンバーカードを受け取ります

ふ
れ
あ
い
楽が

く

集し
ゅ
う

講
座

参
加
者
募
集
の
お
知
ら
せ

　

こ
の
講
座
は
、
生
涯
学
習
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
ま
ち

づ
く
り
事
業
と
し
て
、
ふ
れ
あ
い
楽
集
登
録
の
町
民
講
師

が
主
体
と
な
り
、
実
施
す
る
講
座
で
す
。

　
「
出
会
い
、
ふ
れ
あ
い
、
学
び
あ
い
」
を
目
的
に
、
次
の

と
お
り
講
座
を
開
催
い
た
し
ま
す
の
で
、
皆
さ
ま
お
誘
い

あ
わ
せ
の
上
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

※
各
講
座
と
も
募
集
人
数
を
超
え
た
申
し
込
み
が
あ
っ
た

場
合
は
、
主
催
者
側
の
抽
選
と
い
た
し
ま
す
。

楽
し
い
川
柳
講
座

●
期
日　

２
月
17
日
（
土
）・
24
日
（
土
）、

３
月
３
日
（
土
）・
10
日
（
土
）・
17
日
（
土
）

●
時
間　

午
前
10
時
～
正
午

●
会
場　

布
川
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

●
内
容　

川
柳
に
つ
い
て
学
び
、
川
柳
を
つ
く
る

●
講
師　

ふ
れ
あ
い
楽
集
町
民
講
師　

小
島　

一
風　

氏

●
参
加
費　

無
料

●
対
象　

小
学
生
以
上

●
募
集
人
数　

15
名

●
持
ち
物　

筆
記
用
具

陶
芸
講
座

●
期
日
　
３
月
17
日
（
土
）・
31
日
（
土
）、
４
月
７
日
（
土
）

●
時
間
　
午
前
９
時
30
分
～
正
午

●
会
場
　
利
根
町
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

●
内
容
　
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
食
器
や
花
び
ん
な
ど
を
、

手
作
り
で
！
（
２
つ
く
ら
い
作
れ
ま
す
）

●
講
師
　
ふ
れ
あ
い
楽
集
町
民
講
師　

松
本　

愛
子　

氏

●
材
料
費
　
５
０
０
円

●
対
象
　
小
学
生
以
上

●
募
集
人
数
　
10
名

●
持
ち
物
　
筆
記
用
具
、
エ
プ
ロ
ン
、

汚
れ
て
も
よ
い
タ
オ
ル
（
２
枚
）

マイナンバーカードを利用した

コンビニ交付サービス
　マイナンバーカードを持っている方は、全国のコンビニエ
ンスストアで住民票の写し、印鑑登録証明書を取得できます

いいところ①
役場のやっていない時間でも利用できる
　午前６時 30 分～午後 11 時

　土・日曜日や祝日も利用できます。※

※年末年始（12 月 29 日から１月３日）と、その他メンテナン
ス時はサービスを停止する場合があります。

いいところ②
窓口より交付手数料が安い※
　住 民 票 の 写 し　１通 200 円

　印鑑登録証明書　１通 200 円

※窓口では１通 300 円かかります。

●セブンイレブン●セーブオン●コミュニティ・ストア
●ファミリーマート●セイコーマート●サークルＫ
●ローソン●イオンリテール●サンクス
上記のほかにも、全国のコンビニ約 50,000
店舗のマルチコピー機設置店で取得できます。

オ
カ
リ
ナ
講
座 

最
初
の
一
歩

　

息
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
体
が
温
ま
る
の
で
、
健
康
維

持
に
も
役
立
ち
ま
す
。

●
期
日
　
２
月
16
日
（
金
）、３
月
２
日
（
金
）・
16
日
（
金
）・

30
日
（
金
）、
４
月
６
日
（
金
）・
20
日
（
金
）

●
時
間
　
午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

●
会
場
　
布
川
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

●
内
容
　
指
の
使
い
方
や
息
の
入
れ
方
な
ど
、
オ
カ
リ
ナ

の
初
歩
を
学
び
ま
す
。

●
講
師
　
ふ
れ
あ
い
楽
集
町
民
講
師　

宮
内　

美
佳　

氏

●
楽
譜
代
　
３
０
０
円

●
対
象
　
中
学
生
以
上

●
募
集
人
数
　
10
名

●
持
ち
物
　
筆
記
用
具
、
オ
カ
リ
ナ
（
４
Ｃ
）
を
お
持
ち

の
方
は
、
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

オ
カ
リ
ナ
が
な
い
方
は
、
貸
し
出
し
い
た
し

ま
す
の
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

大
正
琴
体
験
教
室

　

大
正
琴
は
数
字
譜
で
、
音
符
が
読
め
な
く
て
も
弾
く
事

が
で
き
ま
す
。

●
期
日　

２
月
23
日
（
金
）、
３
月
２
日
（
金
）・
９
日
（
金
）

16
日
（
金
）

●
時
間　

午
前
10
時
～
正
午

●
会
場　

利
根
町
公
民
館

●
講
師　

ふ
れ
あ
い
楽
集
町
民
講
師　

小
林　

恭
子　

氏

●
参
加
費　

無
料

●
貸
し
琴
代　

大
正
琴
が
な
い
方
は
、
２
０
０
円
で
貸
し

出
し
ま
す
。

●
対
象　

小
学
生
以
上

●
募
集
人
数　

15
名

●
持
ち
物　

筆
記
用
具
、
大
正
琴

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先
：
利
根
町
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

に
、
直
接
電
話
に
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

☎
６
８
ー
３
２
６
３

申
込
締
め
切
り
日
：
２
月
２
日
（
金
）

　Ａ . マイナンバーカードは申請いただくと約１カ月で取得することができます。手数料は当面無料です。取得するには、以下
の手続きが必要となります。

役場から交付通知書（ハガキ）が届いたら、届いた交付通知書（ハガキ）と本人確認書類※を持って住民課までお越しください。
通知カードと住民基本台帳カードをお持ちの方はマイナンバーカード交付時に返納していただきます。

※本人確認書類については町公式ホームページをご覧いただくか、住民課までご連絡ください。

Q. コンビニ交付ってどんな風にやるの？

A. コンビニに設置されているマルチコピー機で行政サー
ビスを選択し、あとは操作ガイダンスの案内にしたがって
操作します。
　マイナンバーカード利用時に暗証番号の入力が必要にな
ります。

Q. コンビニで税の証明書や戸籍も取れるの？

A. 町では、各種税証明書・戸籍証明書は現在のところ対応
しておりません。
　住民票の写しと印鑑登録証明書のみ取得が可能です。

Q. セキュリティも心配だし、ちゃんとした
証明書が発行されるの？

A. コンビニ交付のシステムでは、専用の通信ネットワー
クを利用しているほか、ＳＳＬ通信による暗号化を実施し
ており、個人情報漏洩の防止対策を講じています。
　コンビニではＡ４サイズの普通紙を用いるため、証明書
にはさまざまな偽造・改ざん防止処理を施しています。

Q. マイナンバーカードを使って操作したのに
取得まで進めないのはどうして？

A. コンビニ交付のサービスを利用するには、マイナンバー
カードのＩＣチップに有効な利用者証明用電子証明書が格納
されている必要があります。
　ご使用のマイナンバーカードに利用者証明用電子証明書が
格納されていないか、暗証番号がロックされている可能性が
あります。住民課の窓口までお越しください。

　社会保障・税・災害に関係する手続きの際にはマイナンバーが必要になります。マイ

ナンバーカードはマイナンバーの証明と本人確認を１枚で行うことができるので同時に

必要な場面ではとても便利です。ぜひご利用ください。
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